
長与町役場 LED照明器具整備事業（リース）仕様書 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は、長与町（以下「賃借人」という。）が発注する長与町役場 LED照明器具整備

事業（リース）の契約内容について必要な事項を示し、受注者（以下「賃貸人」という。）

の適正な履行の確保を図るためのものである。 

 

２ 目的 

既存の照明器具（蛍光灯等）を器具交換方式にて LED照明器具に取り替えることにより、

消費電力量削減に伴う温室効果ガスの削減及び維持管理経費の削減を図ることを目的とす

る。 

 

３ 履行場所 

 長与町役場本庁舎及び長与町水道局（長与町嬉里郷６５９番地１） 

 

４ 賃貸借物件 

LED 専用照明器具本体（ランプ含む）及び付属品、その他設置に必要な資材等一式とし、

交換方式に関しては別紙 1「照明器具リスト」および別紙 2「製品仕様表」を参照するこ

と。 

※  既設照明器具の設置状況等について、提示する台数・仕様等は、現時点で把握してい

るものであり、実際の状況と異なることがあるため、契約締結後、設置作業開始まで

の間に対象となる交換器具の数及び内容の変更を行う場合がある。その場合、契約変

更の対象とする。 

 

５ LED照明器具の設置時期 

 賃貸借期間開始日までに、設置、調整、機能確認等一式を済ませること。 

 

６ 設置場所 

 ３ 履行場所記載のとおり 

 

７ 賃貸借期間 

 令和８年３月１日から令和１８年２月２９日までとする。 

 なお、契約締結日から期間開始日までの間は、設置などの準備期間とする。 

 

８ 期間満了時における LED照明器具の取り扱い 

 期間満了時の LED照明器具の取り扱いは、現状のまま、賃借人へ無償譲渡されるものと         

する。 

 



 

９ LED照明器具の仕様 

(1)共通 

(ア) 照明器具の定格光束、定格消費電力、交換方式は別紙１「照明器具リスト」および

別紙 2「製品仕様表」に示す性能を有するＬＥＤ器具を調達すること。性能を満たさ

ない照明器具での入札及び設置は認めないものとする。 

(イ) 照明器具は、JIL5004「公共施設用照明器具」の「ベースライト形」「ダウンライト

形」「高天井形」のそれぞれに登録対応器種を持ち、日本国内に本社を有するメーカ

ーの製品とすること。 

(ウ) ISO9001（品質） の認証取得工場で製造していること。 

(エ) ISO14001（環境） の認証取得工場で製造していること。 

(オ) LED ランプ交換箇所は既存照明器具を流用し必要な結線替え等を行うこと。器具交

換箇所は指定された器具への取替を行うこと。 

(カ) 光源（LED）寿命は 40，000時間以上の製品であること。 

(キ) 一体型ベースライトに関して、電源は光源部(ライトバー)に内蔵された製品である

こと。 

(ク) 各法令で定める器具がある場合、各法令に準じた器具とすること。 

(ケ) 交換方式は、既存設備が活用できるものについては、ランプ交換としているが、安

全性の確保や機器の特性に応じた器具交換方式等への変更を妨げるものではない。

なお、この場合の性能は上記（ア）を満たす同等以上であること。また、これに生

じる費用負担は、原則賃貸人の負担とする。 

 

(2)執務室システム天井照明 

別紙２「製品仕様表」の製品仕様に記載のある無線調光に関して、以下の仕様を満

たすものとする。 

・調光方式は無線で制御できるものとする。 

・調光スケジュールを設定できる仕様とし、1 分単位で設定できるものとする。 

・調光率は５％刻みで５～１００％の設定ができるものとする。 

・スイッチを用いてグループごとに 10％単位での段調光ができることとする。 

・通信制御範囲は、制御機器から照明器具まで１５メートル以上とする。 

・あらかじめ設定できる点灯グループを 6以上設定できることとする。 

 

１０ 契約金額及び支払方法 

（１）契約金額（設置費用、動産保険費用等一式含む）の支払については各会計年度の初

月に年度内契約金額を一括して支払うこととする。（年１回 計１１回払い） 

（２）請求日から起算して３０日以内に支払うものとする。 

 

 



１１ 条件事項 

（１）LED照明器具の調達 

   照明器具及び光源（LED）は、新品であること。 

（２）設置作業 

   照明器具の納入及び設置を行うこととする。 

（３）梱包材や既存照明器具等の撤去処分 

① 梱包材や既存照明器具等の撤去処分は、賃貸人の負担とする。なお、安定器にポリ

塩化ビフェニル（ＰＣＢ）が使用されていた場合、速やかに賃借人へ報告すること。 

② 賃貸人は、ＬＥＤ照明器具設置完了後速やかに、廃棄物処理関係書類（マニュフェ

スト）を賃借人へ提出すること。 

（４）ＬＥＤ照明器具の保証期間 

   保証期間は、契約期間とする。 

（５）完成報告書及び設置写真の提出 

   賃貸人は、完成報告書及び設置写真（設置前・設置後）を紙及び電子データにて各

１部提出すること。 

 

１２ 設置作業要件 

（１）契約締結後、速やかに「業務計画書（項目は以下を参考とする。）」を作成し、設置

作業前に賃借人の承諾を受けること。 

  ① 業務概要 

  ② 工程表 

  ③ 履行体制表（現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の所属、氏名等含む） 

  ④ 使用資材（照明器具）一覧表 

  ⑤ 安全対策 

  ⑥ その他必要とする事項 

（２）設置作業の際は関係法令を遵守し、「業務計画書」に基づき、照明器具一式の更新作

業を行うこととし、各施設運営に支障が無いよう留意すること。 

（３）設置作業に伴う安全管理については、事前に賃借人と打合せを行い、賃貸人の負担

で安全確保に必要な措置を講じること。 

（４）設置作業において発生する軽微な建築工事及び補修等については、設置作業の範囲

内として賃貸人の負担において実施すること。 

（５）設置作業に使用する雑材等は全て新品とする。 

（６）既存の配線や吊材について劣化等が認められる場合には、賃借人の指示に従い補修、

交換を行うこと。軽微なものについては、本契約の範囲とする。 

（７）停電等、管理運営上必要な機能を停止する場合は、事前に賃借人と日程調整等を行

い、事故、紛争等を滞りなく防止すること。万が一、事故、紛争等があった場合に

は速やかに賃借人に報告し、賃借人の指示に従うこと。 

（８）設置作業中は、粉塵等の飛散には十分な注意を払い、あらかじめ養生を行うこと。 



（９）設置作業の前後に当該照明回路の絶縁判定を実施し、本件作業による絶縁不良等が

ないことを確認すること。 

（10）大気汚染防止法に基づく石綿含有建材に関する調査及び長崎県等への報告が必要な 

   場合は、賃借人の負担で適正に実施し作業基準を遵守すること。 

（11）対象物件施設及び敷地内での喫煙は厳禁とし、賃借人が指定する場所以外には立ち

入らないこと。 

 

１３ ＬＥＤ照明器具の性能保証 

（１）契約期間満了時まで性能維持の保証を行うこと。 

（２）保証期間は賃貸借満了までとし、賃貸借期間(10年)を保証するメーカーからの保証

書を提出すること。 

（３）障害発生に対応するため、コールセンターを設け迅速かつ適切に取り替え、代替え、

修理等を行うこと。 

（４）設置作業終了後、障害発生時の連絡先等を記載した体制表を提出すること。 

（５）障害発生に対応した場合は、その都度、書面による報告書を提出すること。 

（６）賃貸人は、設置するＬＥＤ照明器具一式に対し契約期間を保険期間とし、賃貸人を

被保険者とする動産総合保険に加入すること。保険金額は賃貸人の負担とする。動

産総合保険保証範囲は以下のとおりに定める。 

〇火災による損害 〇盗難による損害 〇水害による損害 

〇取扱不注意等による損害 〇破裂・爆発・落雷による損害 

〇風・雹・雪災による損害 〇車の飛び込みによる損害 

〇輸送用具の転覆等による損害 〇水漏れによる損害 〇いたずらによる損害 

 

１４ 業務の委託 

 賃貸人は、資材の調達、設置などの業務（法令の制限等により自ら実施できない業務を

含む。）について、これらを実施する資格を有する第三者に当該業務を委託することができ

るものとする。設置作業等の業務の一部を委託する場合は、その業務範囲において、町内

業者の活用に努めるものとする。 

 

１５ その他 

（１）設置前に現場調査、回路調査等を十分行ったうえ作業を実施すること。また、仕様

書等の相違を発見した場合は、速やかに賃借人へ報告し、協議すること。 

（２）搬入・搬出経路については、施設の管理運営上の支障に留意し、賃借人の承諾を得

ること。 

（３）作業車両等を施設の敷地内に駐停車する場合は、事前に賃借人の承諾を得ること。 

（４）設置作業を行う場合は、事前に作業届を賃借人へ提出すること。 

（５）本仕様書に記載のない事項については、賃貸人及び賃借人の協議のうえ決定するこ

と。 



（６）本仕様書の内容と現場の照明内容に相違があった際は、双方協議の上、施設運営に

支障が生じないよう善処すること。 

（７）業務内容に、電力契約変更手続きは含まないものとする。 

 

１６ 問合せ先 

  長与町役場総務部契約管財課（長与町役場３階） 

   〒８５１-２１８５ 

    長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷６５９番地１ 

    電 話  ０９５－８０１－５７８４（直通） 

    ＦＡＸ  ０９５－８８３－１４６４ 

    E-MAIL  kanzai@nagayo.jp 

 


